
（ 様 式 第 ３ 号 ）   

             入札についての注意事項  

 

 入 札 を 希 望 さ れ る 方 は 、 一 般 競 争 入 札 参 加 案 内 及 び こ の 注 意 事 項 を 熟 読 の 上 、

入 札 し て く だ さ い 。  

 

  （入札 の代理）  

第 １  代 理 人 が 入 札 し よ う と す る と き は 、 入 札 参 加 申 込 時 に 必 ず 委 任 状 を 提 出 し

 て く だ さ い 。 な お 、 代 理 人 は ２ 人 以 上 の 入 札 者 を 代 理 す る こ と は で き ま せ ん 。

 ま た 、 入 札 者 は 他 の 入 札 者 の 代 理 人 と な る こ と は で き ま せ ん 。  

  （入札 室への人数制限）  

第 ２  入 札 室 へ は 、 申 込 者 に つ き ２ 名 ま で し か 入 れ ま せ ん 。  

  （入札 書の様式及び使用する 印鑑）  

第 ３  入 札 は 、 所 定 の 入 札 書 を 使 用 し て く だ さ い 。  

２  入 札 書 に 押 印 す る 印 鑑 は 、 本 人 が 入 札 さ れ る 場 合 は 、 入 札 参 加 申 込 時 に 提 出

 さ れ た 印 鑑 の 証 明 書 の 印 影 と 同 じ 印 鑑 と し ま す 。 代 理 人 が 入 札 さ れ る 場 合 は 、

 委 任 状 に 押 印 さ れ た 代 理 人 の 印 影 と 同 じ 印 鑑 と し ま す 。 な お 、 そ れ 以 外 の 印 鑑

 の 場 合 は 入 札 書 は 無 効 と し ま す 。  

  （入札 保証金）  

第 ４  入札者は、入札前に入札保証金として、入札金額の１００分の５以上に相当                                  

 す る 金 額 を 現 金 又 は 銀 行 振 出 の 持 参 人 払 式 の 小 切 手 に よ り 納 付 し て く だ さ い 。  

 （入札 書の記入方法）  

第 ５  入 札 書 に は 、 入 札 者 の 住 所 、 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 法 人 名 及 び 代 表 者 氏

名 ） を 記 入 の 上 、 押 印 し て く だ さ い 。 代 理 人 が 入 札 す る 場 合 は 、 入 札 者 及 び 代

理 人 の 住 所 、 氏 名 を 記 入 の 上 、 代 理 人 の 印 の み を 押 印 し て く だ さ い 。     

 入 札 金 額 の 記 載 は 、 算 用 数 字 を 使 い 、 最 初 の 数 字 の 前 に 「 ￥ 」 を 記 入 し て く

だ さ い 。 な お 、 記 入 に あ た っ て は 、 万 年 筆 又 は ボ ー ル ぺ ン を 使 用 し て く だ さ い 。  

  （建付 地に係る入札金額等）  

第 ６   建 付 地 の 入 札 金 額 は 、 土 地 ・ 建 物 の そ れ ぞ れ の 金 額 及 び 建 物 に 課 税 さ れ る  

 消 費 税 相 当 額 を 併 せ た 金 額 と し ま す 。                                 

  （提出 済みの入札書）  

第 ７  提 出 済 み の 入 札 書 は 、 そ の 理 由 の い か ん に か か わ ら ず 、 引 換 え 、 変 更 又 は  

 取 消 し を 行 う こ と は で き ま せ ん 。  

  （入 札の無効）  

第 ８  次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と し ま す 。  

 (1) 入 札 に 参 加 す る こ と の で き な い 者 の し た 入 札  



  (2) 談 合 し て し た 入 札  

  (3) 入 札 保 証 金 を 納 付 し な い 者 又 は そ の 金 額 に 不 足 の あ る 者 の し た 入 札  

  (4) 入 札 書 の 金 額 、 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 法 人 名 及 び 代 表 者 氏 名 ） 、 印 影 又  

は 重 要 な 文 字 が 誤 脱 し 、 又 は 不 明 で あ る 入 札    

(5) 同 一 の 入 札 に つ い て 、 ２ 以 上 の 入 札 を し た 者 の し た 入 札  

  (6) 郵 便 又 は 電 信 に よ る 入 札  

  (7) 第 １ に 反 し て 行 わ れ た 入 札  

 （開札）  

第 ９  開 札 は 、 入 札 者 の 面 前 で 行 い ま す 。  

 （落札 者の決定）  

第 １ ０  入 札 は 、 予 定 価 格 以 上 の 価 格 で あ っ て 、 最 高 の も の を も っ て 落 札 者 と し  

 ま す 。 た だ し 、 落 札 者 と な る 同 価 の 入 札 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 直 ち に く じ  

 に よ っ て 落 札 者 を 決 定 し ま す 。   

  （入札 保証金の返還）  

第 １ １  入 札 保 証 金 は 、 落 札 者 を 除 き 、 保 証 金 を 納 付 し た 時 に 交 付 し た 公 金 領 収  

 票 と 引 換 え に 、 入 札 終 了 後 速 や か に 返 還 し ま す 。  

    な お ､入 札 保 証 金 額 が ５ 万 円 未 満 の 場 合 ､又 は 入 札 参 加 者 が 営 業 に 関 し な い 個

人 の 場 合 を 除 き 、 受 領 書 に 200 円 の 収 入 印 紙 が 必 要 と な り ま す 。  

  （契約 の締結）  

第 １ ２  落 札 者 が 落 札 決 定 の 日 か ら １ ４ 日 以 内 に 契 約 を 締 結 し な い 場 合 は 、 そ の  

 落 札 は 無 効 と な り 、 入 札 保 証 金 は 岡 山 県 に 帰 属 し ま す 。  

２  契 約 は 所 定 の 契 約 書 を 作 成 し 、 県 、 落 札 者 双 方 が 記 名 押 印 し た と き に 成 立 し

 ま す 。  

３  落 札 者 以 外 の 名 義 人 と は 契 約 を 締 結 し ま せ ん 。  

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 １ ３  入 札 の 参 加 に 要 す る 一 切 の 費 用 は 、 入 札 参 加 者 の 負 担 と し ま す 。  

 ２  落 札 後 契 約 締 結 ま で に 要 す る 一 切 の 費 用 は 、 落 札 者 の 負 担 と し ま す 。  

  （その 他）  

第 １ ４  本 書 に 定 め の な い 事 項 は 、 地 方 自 治 法 、 地 方 自 治 法 施 行 令 、 地 方 公 営 企

業 法 、 地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 及 び 岡 山 県 財 務 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ っ て 処

理 し ま す 。  


